
 

 

 

【申し入れ項目】 
１．会社は２０２４年４月に「ＪＲ東日本グループカスタマーハラスメントに対す

る方針」を策定しているが、会社のカスタマーハラスメントに対する考え方を

示すこと。また、同方針の「当社グループにおける取り組み」にある、「本方

針による企業姿勢の明確化、当社グループで働く社員への周知・啓発」「カス

タマーハラスメントへの対応方法、手順の策定」「当社グループで働く社員へ

の教育・研修の実施」「当社グループで働く社員のための相談・報告体制の整

備」の４点が具体的にどうのように実施されているのかを示すこと。 

 

２．２０２５年４月９日（水）に川崎駅出札窓口で発生した 

カスタマーハラスメントの事象に対する会社の認識を示すこと。 

※横浜地本情報第１７７号を参照 

 

３．カスタマーハラスメントの発生後、受けた側の社員への 

フォローをどのように行うのか具体的に示すこと。 

 

４．カスタマーハラスメントが発生した際、管理者が前面に立ち 

毅然とした対応を行えるよう教育の実施と体制を確立すること。 
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